
― 197 ―

１　問題の所在と研究目的

　社会科で行われる生徒の価値観形成について，吉村は

「民主主義社会形成の基盤」，「主権者たる資質の育成」

と位置づけた上で，「価値観を批判的に相互検証し，互

いに承認可能な価値に基づく価値観の調整を行うという

〈批判・調整の原理〉と，自己と他者の存在を前提と

し，社会的過程を経る〈社会的形成の原理〉という二つ

の原理にもとづいて行われる必要」 (1)があると述べてい

る。このような認識から社会科教育学研究では，社会的

価値を言語に置き換え，明示化・制度化した法を批判的

に吟味することを中心に置き，二つの法原理のうちどち

らが望ましいのかを生徒に議論させるアメリカの社会科
(2)や，社会的になされる価値判断の構造を解明すること

を目的にしたアメリカの社会科(3)の紹介などが行われて

きた。しかし，前者は対立する二つの法原理の背後に潜

む価値を明らかにしたのちには，事実がどのように整序

され，主張が構成されているかという視点から法原理を

分析・評価するにとどまっている。また，後者も，価値

的知識の中核となる原理（「表現の自由」など）が制約

される可能性と，その原理制約の妥当性の追検討にとど

まっている。

　このように，生徒の価値観形成に焦点を当てた社会科

研究の原理と実践の間には大きなギャップがある。こう

した現状を打破するためには，原理を再検討する必要が

あるのではないか。すなわち，「価値観を批判的に相互

検証する」，「自己と他者の存在を前提とする」という生

徒の価値観形成に焦点を当てた社会科研究の出発点につ

いての検討である。

　このような問題意識の背景には，今日のエスノメソド

ロジーの成果がある。山田富秋によると，社会は本来，

人間の価値判断と合意から構築された“約束事”にもと

づいて成り立っている。私たちは，この約束事に依存せ

ずに生活することはできない。だからこそ私たちは，こ

の約束事を自明のものとし，そのコントロールの下で生

活している。そして，この約束事でうまく説明がつかな

いできごとは，だれもそれが現実に起こったこととは信

じない。つまり，社会は「説明実践が通じない他者を排

除した，壮大なモノローグ世界」(4)である。

　生徒たちが生きる社会がこのようなものであるなら

ば，その社会を成り立たせている背景にある価値観を批

判的に相互検証することはできない。価値は社会を成り

立たせる約束事をかたち作るものであり，この社会で約

束事に依存して生活している生徒たちにとって，価値の

批判は社会の自明性を揺るがすことである。山田は，

この自明視された約束事の呪縛という論点に加え，約束

事が「異質なものを排除するモノローグ性をもつ」 (5)と
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いう論点を付け加える。社会を成り立たせている約束事

は，それによる支配を生み出し，逸脱したものを排除す

る。つまり生徒たちの日常世界において，社会的過程を

経験するための前提となる，自己とは異なる，異質な他

者は存在しない。筆者は生徒たちと日常生活を共に過ご

すなかで，高度化複雑化していく社会を前に，それを粘

り強く認識しようとするのではなく，わかりやすいが単

純化された物語に惹かれ，「みんな同じ」と他者を自己

の延長線上でとらえる暴力性 (6)に無頓着な生徒の実態に

強い危機感を抱いている。そして，生徒をこのような状

態に追い込むのは，価値のもつ上記の機能であると考え

ている。

　価値が批判を許さない絶対的なものであり，日常生活

に自己とは異なる他者も存在しないのであれば，価値に

焦点を当てた社会科授業研究も，それを出発点とすべき

ではないか。自分や自分をとりまく社会を批判的に吟味

し，他者と冷静に議論できる強い人間ではなく，いわ

ば，現実の生徒という弱い人間を出発点として，社会科

教育の議論を組み立てていくべきであると考える。

　本研究の目的は，生徒が自明とする価値とは異質のも

のをもつ，「異なった他者」との出会いから学習を出発

し，社会が静的な，所与のものではなく，私たちの約束

事に従った行動によって社会関係が変容していることに

生徒に気づかせる中学校社会科公民的分野の授業を開発

することである。

　これまでの社会科授業は，自分や自分をとりまく社会

を批判的に吟味し，他者と冷静に議論できる強い人間を

前提としてきた。しかし，本研究では，日常世界に異質

な他者を持たない生徒という現実の弱い人間を出発点と

して，社会科教育の議論を組み立てていくべきであると

考える。社会科における価値観形成の原理を再検討して

初めて，生徒の価値観形成に焦点を当てた社会科研究の

原理と実践の間のギャップを埋めることができ，将来的

には，「自己と他者の存在を前提」とし，「価値観を批判

的に相互検証」することのできる社会科授業の実践が可

能になると言えよう。そのために本研究では，社会的に

共有される価値によって排除されたひとびとの小さな声

に着目するとともに，自らの価値を逆照射し，また，排

除されるものの視点を了解することを通して，現実の非

対称な社会関係自体を問題にする授業を開発する。

２　授業開発の理論仮説

(1)　授業内容の創造

①　価値の制度化による社会関係の分断を探究する授業

　内容創造の視点

　社会が人間の価値判断をもとに構築された約束事から

成り立っているとして，価値を明示化・制度化すること

と社会関係の変化にどのような関係があるのだろうか。

価値の制度化と，そこから逸脱したものの排除について

は，特に近代国民国家の形成がもたらす影響を事例に，

歴史学の分野で多くの研究が積み重ねられてきた。その

結果，近代国家によって提示された「文明」が「よいも

の」を示す価値であること (7)や，国民国家形成の過程で

「国民」が制度化されたことが，その対極に「非国民」

をつくりだし，外国人や下層の民衆を排除したこと(8)が

明らかになっている。

　日本思想史研究家のひろたまさきは，価値の制度化に

よる社会関係の変化について，民衆の「近代文明への反

乱」の動きを例に，民衆を三層構造でとらえるべきだと

主張している。つまり，「近代文明を自己のものとする

ことによって自己解放を図ろうとした民衆上層と，まさ

にその近代文明のために自らの生活を破壊され，それに

対する反発・怨恨を抱えながら，圧倒的な文明の優越性

の前に呻吟する下層民衆，さらにそうした民衆にさえも

文明の名によって差別されることになる被差別民衆」 (9)

の三層構造である。この三層構造を，彼は，「容易に一

致しえない存在として近代に立ち現れた」ものとしてと

らえ，「文明的諸価値を追求する者にとって，その対極

にある野蛮は否定さるべき存在であろうし，野蛮的諸現

象に対する蔑視は必然的であったといえよう。たんなる

蔑視にとどまらず，文明的諸価値をおびやかすものとし

ておそれられ排除されていく」(10)と説明する。この「文

明」という価値の受容が必然的に民衆の分断をももたら

すというひろたの主張は，さらに以下の点で重要な示唆

を含んでいる。

　文明という価値が人々の行動を変えるとき，文明は

人々を文明化の度合いによって序列化する尺度として働

く。そのため，序列の下位にある者は文明という価値を

積極的に受容し，その規範に従うことで，自らの社会的

地位を上昇させようとする。こうして，いったん形成さ

れた文明という価値はより多くの人に受容され，拡大再

生産される (11)。

　この価値の制度化による社会関係の変化を，本研究で

はひろたの論に依拠しながら，以下の 3 つの層としてと

らえ，授業開発に生かしていく。

②　視点を生かした授業内容としての優生保護法

　本研究では，上記の視点を生かした授業内容として，

高度経済成長期の優生保護法と，日本の子捨て・子殺し

を創造する。

Ａ　提示された価値に従って行動する人

Ｂ　提示された価値を内面化しているものの，それを

実現することができず，呻吟する人

Ｃ　提示された価値を実現することができず，社会か

ら「逸脱」とみなされる行動をとらされていく人
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　学習指導要領では，中学校社会科公民的分野「私たち

と現代社会」で学ぶ現代社会の特色として，少子高齢

化，グローバル化，情報化の 3 つを挙げている。この 3 

つは1950年代後半からの高度経済成長期に端を発してい

る。つまり当時の日本は，折からの国際経済情勢の安定

と情報通信の発達により，工業製品を輸出する（グロー

バル化，情報化）ことで，経済復興を成し遂げた。

　また，戦前の多産多死から戦後の多産少死（団塊世

代），そして少産少死へと人口パターンが急激に変化す

る（少子高齢化）なかで，多くの生産年齢人口と，少な

い従属人口という，経済的に有利な状況（人口ボーナ

ス）も経済発展に寄与した。日本の人口パターンの変化

の度合いは激しく，1949年に4.32であった合計特殊出生

率は，8 年後の1957年には2.04へと低下している。これ

には，経済的理由によって中絶を認めた優生保護法が大

きく寄与している。

　特に審査手続きが廃止された50年代前半には，出生数

の 7 割に相当する中絶の実施が報告されている。それで

は，優生保護法はどのような社会的価値を明示化・制度

化したものなのか。前述のとおり，優生保護法は経済的

理由による妊娠中絶を認めた法律である。優生保護法の

制定当時は，「人口洪水」（読売新聞，1949年１月１日），

「日本が人間の重さで沈んでしまう」（朝日新聞，1949

年 4 月 9 日）という人口増加への危機感が日本を覆って

いた時代であった。その後は，「少なく産んで豊かな暮

らし」（避妊具の広告，1955年）という価値が，優生保

護法を支えたといえよう。

　ところで，この「豊かな暮らし」という価値は，社会

関係を変化させ，分断をもたらした。この変化は，1970

年代の優生保護法改正論議の時期に明らかになった。こ

の社会関係の分断を，先のひろたの論に依拠して三層化

すると，以下のようになる。

　Ａは，出生率の低下を「労働力の不足」という「問

題」ととらえ，今以上の「豊かな暮らし」を実現するた

めに人工妊娠中絶を禁止して，この問題を解決しようと

考える人々である。現在は「豊かな暮らし」を実現して

おり，さらに将来にわたって，その価値を追求しようと

している人々だととらえられる。さきほどのひろたの論

を借りて言えば，「豊かな暮らしという価値を自分のも

のにした民衆上層」といえよう。

　Ｂは，「少なく産んで豊かな暮らし」という価値にのっ

とって「少なく産ん」だけれども，「豊かな暮らし」が

実現できない人々である。高度経済成長の結果，日本は

物質的に豊かになった。また，優生保護報告によると，

人工妊娠中絶は経済的理由によるものが毎年99%を超え

ており，「少なく産んで豊かな暮らし」という価値が人々

に浸透していたことがわかる。しかし現実には公害が生

活を脅かし，住宅事情は改善せず，物価上昇率も高いま

まであった。このような「容易に産めない生活なのに」

（毎日新聞，1973年５月26日）優生保護法を改正すれば，

危険なヤミ中絶が増えるばかりだという論理で人工妊娠

中絶の禁止に反対した。これらの層はひろたの論によれ

ば，「豊かな暮らしという価値のために自らの生活を破

壊され，それに対する反発・怨恨を抱えながら，圧倒的

な価値の優越性の前に呻吟する下層民衆」といえよう。

　Ｃは，多くの人が「豊か」な生活を手にいれたために，

声を聞いてもらえなくなった声の小さな人々である。日

本の子殺しはその原因が世間体や貧困にある。しかし，

佐々木らが日本人を対象に1974年に行った調査による

と，「無責任な結婚や同棲」，「夫婦の連帯の欠如」，「母

性のそう失」など，主として子殺しをする親の問題とと

らえられている。一方，同じ質問を日本に住む外国人

にしたところ，「夫の無理解」，「未婚の母への社会的偏

見」，「育児の役割が母親のみ」という回答が上位を占

め，子殺しが日本社会の抱えている問題としてとらえら

れていることがわかる（12）。つまり，子殺しは「生活困

窮という理由で説明することを許されず，女性たちが身

勝手になって母性を喪失したからだ」（13）とされた。ま

た，「子どもを殺した親の家に，（中略：引用者）一昔前

は豊かさの象徴だった電化製品」（朝日新聞，1974年 9 

月12日）という朝日新聞の記事が報道するように，子殺

しをする／せざるをえない人々も，「豊かな暮らし」を

追い求めていたことも事実であろう。つまり，多くの人

が「豊か」な生活を手に入れた日本では，「豊か」な生

活を実現できず，子殺しをする／せざるをえない状況に

至った人の声が届かなくなったことが，子殺しという社

会問題を発生させたと言える。この層は，ひろたの論に

よれば，「豊かな暮らしという価値に基づいて差別され

ることになる被差別民衆」であろう。

　以上のことから，「豊かな暮らし」という制度化され

た価値の浸透が，社会関係の分断をもたらしたと言え

る。これらのことから，「豊かな暮らし」という価値の

制度化と高度経済成長は，価値の制度化による社会関係

の変化を学ぶ社会科の授業の題材として適切であると考

える。

(2)　授業過程の構成

　価値判断に基づく約束事によって成立した社会のなか

で，理解可能な他者に取り囲まれて生活している生徒を

Ａ　法が示した価値に従って，自分たちの生活を「よ

いとされるもの」にしていこうとする人

Ｂ　法が示した規範に従っても，生活を「よいとされ

るもの」に変えられない人

Ｃ　社会の多数派が生活を「よいとされるもの」にし

てしまった（価値を実現した）ために，声を聞いて

もらえなくなった人
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対象に，「価値観を批判的に相互検証」し，「自己と他者

の存在を前提とする」社会科授業を成立させるために

は，どうすればよいのだろうか。

　それは，生徒が自明とする価値とは異質のものをもつ，

「異なった他者」との出会いを意図的に設定することか

ら出発すべきであると考える。

　今日の生徒たちに届けられているのは，「悲劇は悲劇

として，主張は主張として，あるストーリーに構築され

（中略：引用者），それに値しない小さな声は捨象され」，

「それゆえに，（『お金目当て』など今日，自分が抱い

ている感覚で他者をとらえる生徒たちの）『人間理解』

を逆に補強する」(14)物語である。したがって，社会科授

業においては，むしろ社会を成り立たせている約束事か

ら逸脱したものとして排除された人びとの「小さな声」

に耳をすまし，その経験に入り込ませることが必要では

ないか。そうすることによって，異質なものの発見とい

う驚きにとどまらず，自らの価値観を逆照射することが

できるのではないか。「自己とは異なるものとしての他

者」に出会うことができれば，自己の価値観を相対化す

ることができるだけでなく，自分の視点の限界について

考えることや，排除された人びとの視点についても考え

ることができる。もちろんこれまでにも，自国と他国，

自分の住む地域と他の地域を比較することで自国や自分

の住む地域を相対化し，反省的に検討することをめざし

た社会科の授業は数多く行われてきた。しかし，自分が

住む社会を成り立たせる約束事に気づき，価値を相対化

するためには，社会を成り立たせている約束事から逸脱

したものとして排除された「異質な他者」に出会うこと

が必要である。

　こうして，社会を見ている自己の価値観を認識し，さ

らに排除された人びとの視点についても考えることがで

きれば，「排除する人－される人」という非対称的な社

会関係それ自体を問題にすることができる。

　本研究では，生徒が自明とする価値とは異質のものを

持つ，「異なった他者」との出会いから学習を出発すべ

きことを主張した。「異なった他者」との出会いを通し

て，自らの価値を逆照射し，また，排除されるものの視

点を了解できれば，現実の非対称な社会関係自体を問題

にすることが出来ると考えるからである。

　これまで述べてきたことをもとに，価値観を批判的に

相互検証し，自己と他者の存在を前提とする授業の方法

と過程についてまとめると，次のようになる。

３　理論仮説に基づく授業プラン

(1)　教材選択

　本研究では，優生保護法を探究する教材として「コイ

ンロッカー・ベイビー」に象徴される1970年代に社会問

題化した人工妊娠中絶や子捨て・子殺しを取りあげる。

これらは優生保護法が示した「少なく産んで豊かな暮ら

し」という価値がもたらした社会関係の分断によって，

つまり，多くの人が「豊か」な生活を手に入れた日本で

は，「豊か」な生活を実現できず，子殺しをする／せざ

るをえない状況に至った人の声が届かなくなったことに

よって社会問題化させられた問題である。

　生徒は，子捨て・子殺しをする親を，「信じられない」

と排除する。これは，「生命尊重」，「子どもは慈しまれ

るべきだ」という価値を基準に行われる排除である。し

かし，日本の子殺しの理由のひとつに貧困があり，「豊

かな暮らし」という価値は生徒にも共有されている。

つまり，多くの人が「豊か」な生活を手に入れた日本で

は，その価値を実現できない人びとの声が届かないとい

う非対称的な社会関係があり，子捨て・子殺しを探究す

ることを通して，この社会関係自体を問題にすることが

できる。

(2)単元構成

　単元は，4 つのパートで構成する。

　導入部のパート 1 では，高度経済成長について探究す

る。高度経済成長の結果国民所得が伸び，私たちの生活

が大きく変化したこと，それを可能にした要因として，

国際経済情勢の安定と情報通信の発達を背景にした，工

業製品の輸出の伸びがあったことを解明する。さらに，

高度経済成長による産業構造の変化により，若年人口の

人口移動が激しくなったことや平均世帯人員が減少した

ことを確かめ，高度経済成長が家族の姿にも影響を及ぼ

したことをおさえる。また，多産多死から多産少死，少

産少死へと人口パターンが変化したことが，経済成長に

有利に働いた点も押さえる。

　パート 2 では，このような経済成長の背景にある法

（優生保護法）と，それを正当化する価値について探究

する。ここではまず，戦後の急激な出生率の低下の背景

に人工妊娠中絶の普及があったこと，その背景に経済的

理由によって中絶を認めた優生保護法があったことを押
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さえる。さらに，中絶の 7 割が家庭の主婦によって行わ

れたこと，1955年の調査によれば女性の47.3%が中絶の

経験があること（15）など，1950年代以降，中絶が広く行わ

れたことを確認する。その上で，優生保護法を正当化する

価値として，戦後の人口問題への危機感と「少なく産んで

豊かな暮らし」という価値があったことを探究する。

　パート 3 では，1970年代に社会問題化した人工妊娠中

絶や子捨て・子殺しに焦点化する。ここではまず，優生

保護法による中絶の99%以上が「経済的理由」によるこ

と，1970年代に子捨て・子殺しが社会問題化したことを

押さえる。さらに，生徒にとっては，異質な他者であろ

う，子殺しをする／せざるをえない人に着目し，彼らを

排除する「生命尊重」，「子どもは慈しまれるべきだ」と

いう価値と，自分たちと彼らが共有している「豊かな暮

らし」という価値を押さえる。その上で，「豊かな暮ら

し」という価値の浸透が社会関係の分断をもたらし，子

殺しをする／せざるをえない人の声が多くの人には届か

ないという非対称的な社会関係が子殺しを社会問題化さ

せたことをとらえさせる。また，このような学習活動を

通して，「子殺しの親」として排除されたひとびとの小

さな声に耳をすまし，その経験に入り込ませることで，

自らも共有する「豊かな暮らし」という価値の存在や，

その価値がわたしたちの行動を縛っていること，排除さ

れる者の視点の了解を通して，社会的連帯への無関心と

いう自らの視点の限界にも気づかせる。

　パート 4 では，子殺しをする／せざるをえない人を排

除する非対称的な社会関係に着目する。多くの人が「豊

か」な生活を手に入れた日本では，「豊か」な生活を実

現できなかった人は，孤立せざるを得ず，そのなかで，

子捨て・子殺しにいたった。しかし，それらの犯罪は，

無責任な結婚や同せいなど本人たちの責任とされ，彼ら

の声は，「豊か」な生活を実現し，彼らを断罪する多く

の人には届かなかった。生徒たちは，これらの内容を探

究し，価値によって排除される人の声が届かなくなると

いう，非対称的な社会関係の存在に気づく。 

(3)　授業過程

①　単元名　「優生保護法からみた私たちと現代社会」

　　　　　　（中学校社会科公民的分野）

②　目標

・　優生保護法がもたらした少子化が，高度経済成長に

与えた影響を説明できる。(パート 1 )

・　優生保護法を正当化する価値として「少なく産んで

豊かな暮らし」があったことを説明できる。（パート 2）

・　1970年代の子捨て・子殺しの社会問題化が，「豊か

な暮らし」という価値の浸透による社会関係の分断化

がもたらしたものであることを説明できる。（パート3） 

・　自分たちのもつ価値観が非対称的な社会関係の発生

と無関係ではないことを認識できる。（パート4）

③授業展開

　パート 2 ～パート 4 の授業展開のみを示す。
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４　研究の成果と課題

　近年，日本の社会科教育学研究においては，従前の科

学的社会認識形成に加え，価値観形成の重要性が指摘さ

れるようになり，それに関わる米国の社会科論が注目さ

れている。だが，それらは概して理論レベルの紹介に留

まり，生徒の実態を踏まえた実践レベルには達していな

い。そこで，本研究では現実の弱い人間としての生徒を

対象に，異質な他者との出会いを通して，価値の制度化

が現実の社会を変化させていることを探究する中学校公

民的分野の授業プラン「優生保護法からみた私たちと現

代社会」を開発した。それが本研究の大きな成果と考え

る。

　しかし，「問題の所在と研究目的」で述べたように，

生徒の日常世界に自らが自明のものと考える価値を問い

直す異質な他者は存在しない。生徒が自明とするものと

は異質の価値をもつ，「異なった他者」との出会いから

学習を出発し，社会が静的な所与のものではなく，私た

ちの約束事に従った行動によって社会関係が変容してい

ることに気づかせるためには，今後もこのような授業を

継続的に開発し，実践を積み重ねる必要がある。それは

今後に残された課題である。なお，本授業プランは対象

が中学生であり，題材から考えて，命，ならびに人権へ

の配慮には十分留意する必要がある。
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